
 

令和８年度 学校生活のきまり 

皆野中学校 生徒指導部 

１．服装・所持品等 

 ◇学校生活及び登下校の服装は学校指定の制服を原則とする。 

  

① 制服：夏服、冬服ともに学校指定のものとする。 

  ・夏服の着用は４月～１１月とする。冬服の着用は１０月～翌年５月とする。 

  ・スカートの丈は膝が隠れる長さとする。 

・放課後の部活動がある場合は体育着・ジャージで下校してもよい。 

    冬服         冬服               夏服        夏服   

②ブラウスについては第１ボタンをかけてボウタイをする。 

③靴（下履き）：運動靴（色は黒、白、紺、グレーをそれぞれ基調としたもの。） 

通学・運動（屋外）に適したもの。記名する。 

         ※靴底が平らでないもの、ひもでしばるもの 

④上履き：学校指定のもの。かかとの外側に記名する。 

⑤靴下：色は黒、白、紺、グレー。長さはくるぶしが隠れること。ワンポイントは可。 

＊靴下の側面、後方、前方の一部にワンポイントがあるものを可とする。 

⑥防寒着：冬季は下記の着用を可とする。※冬季とは冬服着用期間 

 ・ストッキング（黒色・ベージュ） 

 ・スパッツ、レギンス（黒色・７分丈のものは不可） 

 ・セーター、トレーナー（無地で派手でないもの）。カーディガンは不可。 

  ＊セーター、トレーナーは、袖や裾等から出さないこと。 

 ・防寒として制服の下にジャージは着用しない。 

・防寒用のインナーは白または黒とし、ハイネックは不可。 

 ・ウィンドブレーカー、手袋、マフラー、コート、ネックウォーマーは登下校時に 

着用するのは可。職員室入室の際は防寒着を脱いで入室する。 

 

⑦名札：制服：登校後プレート式名札を左胸に付ける。下校時は外して学校で保管する。 

ジャージ体育着：学校指定の名札を左胸に縫い付ける。 

＊給食後はジャージに着替えてもよい。 

 

⑧通学カバン：学校指定のカバンか個人購入したリュックを使う。 

       （ロッカーに入る大きさ：タテ 34cm、横 42cm、奥行 45cm程度） 

必ず両肩に背負うか、学校指定のカバンは頭を通して斜めに掛ける。 

       荷物が入りきらない場合は、別のカバンに入れてくる。 

（荷物がこぼれないように、あけ口がチャックなどで締められるものを使う） 

カバンにはキーホルダーや缶バッジ等は付けない。（お守り１個まで） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

例 



 

⑨その他 

  ・学習に関係ないものは持参しない。不要物の持ち込みがあった場合、学校で一時 

的に預かり、保護者に受け渡す。 

     ＊携帯電話、音楽機器類、漫画本、雑誌、ゲ－ム類、菓子類など 

 ・ジャージや体操着の名札には、氏名をフルネームで記入する。 

 ・ボタン、裏ボタン、名札は、矢尾またはサラダ館みなの店（親鼻）で購入できる。 

 

２ 集会の時の話の聞き方 

  全校集会などで体育館に座って話を聞く時などでは、体育座りを基本とする。ただし、

長時間になるような場合は足をくずすなどの対応をしても構わない。顔は上げて話し

ている人の方向に体を向ける。また、話が終わり「姿勢を正して、礼」と号令がかかっ

た際は、体育座りの姿勢に戻して、礼をする。 

 

３ 頭   髪 

  ①入試や職場体験活動などに行くことを前提にした髪型にする。ただし、髪の毛が肩に

かかる長さになったら、切るかゴムでしばる。 

  ②ゴムひもは紺、黒、茶とし、リボン・飾り付きは不可。ヘアピンの使用も認めるが、

飾り付きのものは不可。色はゴムと同様。 

  ③染色、パーマはしない。 

  ④整髪料は寝ぐせを直すなど、髪を整える程度にする。（学校には持ってこない） 

 

４ 交 通 安 全 

 ◇安全第一とし、危険な行為や人に迷惑をかける行為はしない。 

①特に次のことは厳禁とする。 

・歩道のない道路での並列歩行。  ・自転車の並列進行。 ・自転車の２人乗り。 

②自転車通学については許可制とする。 

・カバンやリュックは荷台にしっかりと荷ひもでしばりつけるか両肩で背負うこと。 

  重いものは前かごに入れない。 

・学校の活動で自転車を使う場合は必ずヘルメットを着用すること。自転車通学でな 

い生徒は、必要な時は学校でヘルメットを借りて着用する。 

 

５ そ の 他 

①持ち物には、はっきりと記名する。（所持品、教科書、ノ－ト、靴等） 

②飲み物の持参は年間を通して認める。 

・水筒またはペットボトルとする。（ペットボトルはカバーなどで覆うこと。） 

・お茶類またはスポーツドリンクとする。 

③日焼け止め、制汗剤などの使用は無色、無香料のみ可とする。 

 ・マナーを守って、他の活動に支障のないように活用する。 

④座布団、膝掛け等が必要な場合は申し出る。  

  ⑤欠席するときは、連絡アプリを使用する。 

 ⑥土日、長期休業日等、授業や部活動のない日に学校へ来る場合は、制服またはジャー

ジとする。私服では来校しない。 

  ⑦廊下は右側を静かに歩行する。 

  ⑧上履きを忘れたときは、学年の先生に伝えスリッパ貸し出し簿に名前を書き、スリッ

パを借りる。 

 ○わからないことがあったら、先生に相談しましょう 


